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    第四節 県による災害予防対策 

 

 

 

 

 

 

 

【趣旨】 

  災害から生命・身体を守るためには、災害の特徴や行うべき対策の内容について、

県民一人ひとりが正しい認識を持つことが必要不可欠です。 

  そこで、県は、県民の防災知識・技能の習得を図るため、事業者、自主防災組織

等、市町村と連携しつつ、防災情報の提供、防災訓練等の実施、防災教育の支援、

過去の災害の記録の収集・整理・保存等を行うものとしました。 

 

 

  

 （防災情報の提供等） 

第二十三条 県は、県民の防災知識・技能の習得を図るため、事業者、自主防災組

織等及び市町村と連携しつつ、防災情報の提供、防災訓練等の実施、防災教育の

支援、過去の災害に関する記録の収集、整理及び保存その他の必要な措置を行う

ものとする。 
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【趣旨】 

  災害発生直後に、人々が一斉に徒歩帰宅を開始した場合、路上や駅周辺で大混雑

が発生し、集団転倒に巻き込まれたり、帰宅経路上の延焼火災、沿道建物の倒壊や

落下物等により負傷するおそれがあります。 

  また、大量の人々が路上にあふれた場合には、救出・救護活動や緊急物資の輸送

の妨げになる可能性もあります。 

  そこで、県は、一斉帰宅による事故や混乱の発生を防止するとともに、救出等優

先期間の経過後における帰宅困難者の円滑な帰宅を支援するため、事業者、市町村

等と連携しつつ、一斉帰宅の抑制についての周知、一時滞在施設や帰宅支援ステー

ションの確保等を行うものとしました。 

 

【説明】 

１ 「一斉帰宅の抑制についての周知」 

  近隣都県市や関係民間企業・団体等と連携し、災害発生時の心得などについての

普及啓発や徒歩帰宅支援などの取組、また、県内市町村、鉄道事業者、大規模集客

施設事業者、経済団体など関係機関とともに、「むやみに移動を開始しない」という

基本原則を周知するための一斉広報の実施などが想定されます。 

 

２ 「一時滞在施設」 

  地震等による災害発生時に、駅周辺や路上等の屋外で被災し、待機する場所がな

い帰宅困難者を一時的に受け入れる施設をいい、例えば、オフィスビルのエントラ

ンスホール、ホテルの宴会場等が想定されます。 

 

３ 「帰宅支援ステーション」 

  事業者の施設や一時滞在施設に滞在した帰宅困難者が、救出等優先期間経過後に

徒歩により帰宅する場合において、帰宅困難者に対し、水道水、トイレ、沿道情報

などの提供を行う施設をいい、例えば、コンビニエンスストア、ファミリーレスト

ラン、ガソリンスタンド等が想定されます。 

 

  

 （一斉帰宅の抑制についての周知等） 

第二十四条 県は、帰宅困難者の一斉帰宅による事故及び混乱の発生を防止する

とともに、救出等優先期間の経過後における帰宅困難者の円滑な帰宅を支援す

るため、事業者、市町村その他の関係者と連携しつつ、一斉帰宅の抑制について

の周知、一時滞在施設及び帰宅支援ステーションの確保その他の必要な措置を

行うものとする。 
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【趣旨】 

  要配慮者は、地震や津波等による被害を多く受ける傾向にあり、避難行動や避難

生活などに関して、県、市町村、県民、事業者が協力して支援することが重要です。 

  また、要配慮者の身の安全を確保するためには、要配慮者自身やその家族等の取

組も必要です。 

  そこで、県は、要配慮者の特性を踏まえ、市町村が行う避難行動要支援者の避難

支援等に関する体制の整備に対する支援、要配慮者やその家族等が主体的に行う防

災対策の支援等を行うものとしました。 

 

【説明】 

１ 「要配慮者の特性」 

  例えば、高齢者や障害者であれば自力での行動が困難な方もいること、乳児であ

れば自己の欲求等を言葉で訴えることができないことなどです。 

 

２ 「避難行動要支援者の避難支援等に関する体制の整備」 

  避難行動要支援者の生命・身体を災害から守るために必要な避難の支援、安否の

確認などについての計画を定めることです。具体的には、避難行動要支援者ごとに

避難支援等関係者となる者、支援体制、避難場所等を記載した個別避難計画を作成

することなどをいいます。 

 

３ 「要配慮者又は要配慮者の家族等が主体的に行う防災対策の支援」 

  要配慮者やその家族等が行うべき防災対策について、リーフレットやホームペー

ジ等を通じて周知を図ることなどが想定されます。 

 

 

  

 （要配慮者に係る防災対策への支援等） 

第二十五条 県は、要配慮者の特性を踏まえ、市町村が行う避難行動要支援者の避

難支援等に関する体制の整備に対する支援、要配慮者又は要配慮者の家族等が

主体的に行う防災対策の支援その他の必要な措置を行うものとする。 
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【趣旨】 

  災害発生時において市町村が開設し、運営主体となる避難所について、県は助言、

支援等を行う必要があります。 

  そこで、県は、市町村が行う避難所の確保、迅速な開設、円滑な運営のために必

要な支援を行うものとしました。 

 

【説明】 

１ 「市町村が行う避難所の確保、迅速な開設及び円滑な運営のために必要な支援」 

  県が作成した避難所の開設や運営に関する手引きを活用するなどして、市町村に

よる避難所の開設や運営が円滑に行われるよう情報提供することや、県立学校の避

難所の指定について市町村に協力することなどが想定されます。 

 

２ 「避難所」 

  避難のための立退きを行った居住者等を避難のために必要な間滞在させ、又は自

ら居住の場所を確保することが困難な被災住民等を一時的に滞在させるための施

設をいいます（災害対策基本法第４９条の７第１項）。 

  これとは別に、緊急時の避難場所として、指定緊急避難場所があります（第１０

条【説明】参照）。 

 

 

  

 （避難所に関する市町村への支援） 

第二十六条 県は、市町村が行う避難所（災害対策基本法第四十九条の七第一項に

規定する避難所をいう。以下同じ。）の確保、迅速な開設及び円滑な運営のため

に必要な支援を行うものとする。 
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【趣旨】 

  阪神・淡路大震災において約８割を占めた最も大きな死因は、倒壊した建築物や

家具などの下敷きになったことによる圧死や窒息死であり、東日本大震災では、千

葉県各地で液状化現象が発生し、県民の財産に大きな損害をもたらしたことから、

県民や事業者が行う耐震対策や液状化対策を促進する必要があります。 

  そこで、県は、地震や地盤の液状化に対する建築物の安全性の向上に資するため、

建築物の耐震診断・耐震改修に関する情報の提供、地盤の液状化対策に係る工法等

に関する情報の提供を行うものとしました。 

 

【説明】 

 「建築物の耐震診断及び耐震改修、地盤の液状化対策に係る工法等に関する情報を

提供」 

  耐震対策については、無料耐震相談会の開催、建築物所有者向けの啓発事業等を

行うことが想定されます。 

  液状化対策については、ハザードマップを参考に、液状化の危険性がある地域に

おいて住宅を建築する前には、地盤調査を実施し、液状化の発生を抑止する基礎の

強化や表層地盤改良などの工法を選定して液状化対策を行うよう周知することな

どが想定されます。 

 

 

  

 （耐震対策及び液状化対策に関する情報提供） 

第二十七条 県は、地震及び地盤の液状化に対する建築物の安全性の向上に資す

るため、建築物の耐震診断及び耐震改修、地盤の液状化対策に係る工法等に関す

る情報を提供するものとする。 
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【趣旨】 

  災害の最小化を図るためには、ソフト対策・ハード対策を織り交ぜた総合的な防

災対策を推進することが重要であり、堤防、防潮堤、水門、地滑り防止施設などに

よるハード対策も、併せて実施していく必要があります。 

  そこで、県は、公共土木施設の整備・改修を図るものとしました。 

 

【説明】 

１ 「堤防、防潮堤、水門、地滑り防止施設その他の公共土木施設の整備及び改修」 

  河川法、海岸法、地すべり等防止法などの県土整備に関する法令や計画にのっと

った、堤防、防潮堤、水門、地滑り防止施設などの公共土木施設の整備・改修をい

います。 

 

２ 「地滑り防止施設」 

  地すべり防止区域内にある排水施設、擁壁、ダムその他の地すべりを防止するた

めの施設をいいます（地すべり等防止法第２条第３項）。 

 

 

  

 （公共土木施設の整備等） 

第二十八条 県は、洪水、高潮、津波及び地滑りにより生ずる被害その他の災害の

最小化に資するため、堤防、防潮堤、水門、地滑り防止施設その他の公共土木施

設の整備及び改修を図るものとする。 
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【趣旨】 

  災害発生時において、平時の物流体制が滞った場合であっても、県民の生命や最

低限度の生活を維持し、迅速かつ適切な災害応急対策や災害復旧対策を実施するた

めには、あらかじめ、必要な物資を備蓄するとともに、円滑な供給体制を築いてお

くことが必要です。 

  そこで、県は、本条第１項において、必要な物資等の備蓄や点検を行うとともに、

第２項において、事業者との間の協定の締結などの物資等の供給や役務の提供に係

る体制を整備するものとしました。 

 

【説明】 

１ 「市町村による物資等の備蓄」 

  住民により賄われる備蓄物資等を補完する目的で、市町村が行う備蓄をいいます。 

 

２ 「県民の生命及び最低限度の生活の維持を図るために必要な物資等」 

  市町村の備蓄を補完するという視点に立った備蓄物資等として、食料、飲料水、

災害用医薬品、防災資機材等が想定されます。 

 

３ 「事業者との間の協定の締結」 

  迅速かつ適切な災害応急対策や災害復旧対策の実施を図るため、様々な分野の事

業者との協力関係が円滑に機能するよう、県と要請先の事業者との間であらかじめ

要請内容を確認し、連絡体制や要請手続き、経費負担の方法等を相互に取り決めて

おくことをいいます。 

 

 

  

 （物資等の備蓄等及び供給体制の整備等） 

第二十九条 県は、市町村による物資等の備蓄を補完する役割を踏まえつつ、県民

の生命及び最低限度の生活の維持を図るために必要な物資等を備蓄し、及び点

検するものとする。 

２ 県は、迅速かつ適切な災害応急対策及び災害復旧対策の実施を図るため、事業

者との間の協定の締結その他の物資等の供給及び役務の提供に係る体制を整備

するものとする。 
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【趣旨】 

  災害発生時に、地域住民の生命・身体を守るためには、自主防災組織等をはじめ

とする地域住民が連携して行う防災活動が必要不可欠です。 

  そこで、県は、市町村と連携して、自主防災組織等の結成・活動に対する支援、

自主防災組織、消防団等との連絡調整の中心的な担い手となる人材の育成等を行う

ものとしました。 

 

【説明】 

１ 「自主防災組織等の結成及び活動に対する支援」 

  市町村が新設の自主防災組織に補助を行う場合に、その経費の一部を県が補助す

ることなどが想定されます。 

 

２ 「消防団」 

市町村の一組織ですが、常勤の公務員により構成される消防本部や消防署と異な

り、非常勤の公務員である一般市民により構成される消防機関であり、地域におい

ては、公助の側面とともに共助の側面も有しています。本条例は、自助・共助の取

組をより一層促進することを主眼としていることから、共助の側面を有している消

防団について、特に規定しています。 

 

３ 「関係者との連絡調整の中心的な担い手となる人材の育成」 

  平常時においては、自主防災組織等が開催する防災訓練や講習のサポートを行い、

災害発生時においては、避難所の運営についての助言等を行う人材の育成が想定さ

れます。 
 

 

  

 （自主防災組織等への支援等） 

第三十条 県は、自主防災組織等による防災活動の円滑な実施を図るため、市町村

と連携して、自主防災組織等の結成及び活動に対する支援、自主防災組織等、消

防団等その他の関係者との連絡調整の中心的な担い手となる人材の育成その他

の必要な措置を行うものとする。 
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【趣旨】 

  東日本大震災をはじめとする近年の災害発生時においては、多くのボランティア

が活発な活動を行い、重要な役割を果たしてきたところであり、今後も大きな役割

を果たすことが見込まれます。 

  そこで、県は、ボランティアによる防災活動の円滑な実施を図るため、市町村、

社会福祉協議会、ボランティア団体等と連携して、ボランティアの受入れに係る体

制の整備、ボランティアの受入れに関し専門的な知識・経験を有する人材の育成の

推進等を行うものとしました。 

 

【説明】 

１ 「専門的な知識及び技術を有する者」 

  阪神・淡路大震災において必要性が強く認識された、医療、福祉、建築などの各

分野における専門的な知識・技術を有するボランティアをいい、医師、看護師など

の医療従事者、介護福祉士、応急危険度判定士などが想定されます。 

 

２ 「ボランティアの受入れに関し専門的な知識及び経験を有する人材の育成の推進」 

  県の社会福祉協議会が行う研修を通じた、災害ボランティアコーディネーターの

養成などの推進が想定されます。 

 

 

  

 （ボランティアによる防災活動への支援） 

第三十一条 県は、専門的な知識及び技術を有する者をはじめとするボランティ

アによる防災活動の円滑な実施を図るため、市町村、社会福祉協議会、ボランテ

ィア団体等と連携して、ボランティアの受入れに係る体制の整備、ボランティア

の受入れに関し専門的な知識及び経験を有する人材の育成の推進その他のボラ

ンティアによる防災活動への必要な支援を行うものとする。 
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【趣旨】 

  県は、地域防災活動に関し特に顕著な功績があったと認められるものを表彰する

ものとしました。 

 

【説明】 

 「地域における防災活動に関し特に顕著な功績があったと認められるもの」 

  自主防災組織等の防災活動や学校の防災教育などにおいて、長年にわたって他の

模範となる活動や地域と連携した活動を行う団体などが想定されます。 

 

 

  

 （表彰） 

第三十二条 県は、地域における防災活動に関し特に顕著な功績があったと認め

られるものを表彰するものとする。 
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【趣旨】 

１ 県が、災害発生時において、迅速かつ適切な体制を築くためには、平時から必要

な体制を整備しておくことが重要です。 

  そこで、県は、本条第１項において、関係者と連携して、情報収集・伝達体制、

医療体制などの防災に関する必要な体制を整備するものとしました。 

 

２ 県は、大規模な災害発生時においても、県民の生命・身体・財産を守り、生活の

早期復旧を図るとともに、必要な行政サービスの提供を維持する必要があります。 

  そこで、県は、本条第２項において、あらかじめ、業務継続計画（Business 

Continuity Plan：ＢＣＰ）を作成するものとしました。 

 

３ 災害応急対策の拠点となる庁舎などの施設が災害に対して脆弱であれば、迅速か

つ適切な災害応急対策に支障が生じるおそれがあります。 

  そこで、県は、本条第３項において、その所有する庁舎などの災害応急対策を実

施する上で重要な施設の災害に対する安全性の向上を図るものとしました。 

 

【説明】 

１ 「災害に関する情報の収集及び伝達に係る体制」 

  災害対策基本法では、知事も含めた「地方公共団体の長は、…災害に関する情報

を迅速に伝達するため必要な組織を整備するとともに、絶えずその改善に努めなけ

ればならない」と規定しています（同法第４７条第１項）。 

  本条例では、災害発生時に県民等に必要な情報が迅速かつ適切に伝達されること

が重要であることから、情報収集・伝達体制の整備について確認的に規定していま

す。 

 

２ 「被災者に対する医療に係る体制」 

  災害対策基本法では、災害予防段階における医療体制の整備について明示的な規

定はありませんが、本条例では、災害発生時において医療が重要であることから、

 （体制の整備） 

第三十三条 県は、国、他の都道府県、市町村、報道機関、医療機関その他の関係

者と連携して、災害に関する情報の収集及び伝達に係る体制、被災者に対する医

療に係る体制その他の防災に関する必要な体制を整備するものとする。 

２ 県は、災害が発生した場合において優先すべき業務の特定、当該業務を継続す

るために必要な人員等の確保等に関する計画を作成するものとする。 

３ 県は、その所有する庁舎その他の災害応急対策の実施上重要な施設について、

災害に対する安全性の向上を図るものとする。 
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被災者に対する医療体制の整備について規定しています。 

 

３ 「災害が発生した場合において優先すべき業務の特定、当該業務を継続するため

に必要な人員等の確保等に関する計画」 

  いわゆる業務継続計画を指し、災害発生時に、職員等の資源に制約がある状況下

において県が適切に業務を継続することにより、県民の生命・身体・財産を守り、

被害の拡大や社会的混乱を最小限に抑えるための計画をいいます。 

 

４ 「庁舎その他の災害応急対策の実施上重要な施設」 

  庁舎のほか、避難所や指定緊急避難場所となる県有施設などが想定されます。 

 

 


